
禁止命令規範 

第一章　総則 

第一条　目的 
本規範は、ANSの健全な秩序を維持し全ての参加者が安全かつ安心して創作のできる環境を
確保するため、コミュニティ内で厳に禁止される行為、運営部の判断により制限される行為及び

運営部からの是正命令の基準を定めるものである。 

第二条　適用範囲 

本規範の適用範囲は以下の通りとする。 

1.​ ANS総合規則 第1章 総則 定義に定める参加者 

2.​ ANSwiki又はDiscordサーバーにおいて本規範に違反する行為を行った者 

3.​ ANSの秩序を著しく害する恐れがあると認められ、運営部が指定する者 

第二章　禁止行為 

第三条　人格権及び法令違反 

以下に指定する他者の人格を侵害する行為及び法令に違反する行為を禁止する。 

1.​ 誹謗中傷、名誉毀損、脅迫、ストーカー行為、参加者又は第三者の個人情報を無断に晒

す行為等の他者の人格やプライバシーを侵害する行為 

2.​ 著作権侵害、違法な取引、詐欺行為等の日本国法に違反する行為 

3.​ ANS内での交流を原因として、コミュニティ外の場で他者を誹謗中傷したり、嫌がらせ等

をする行為 

第四条　創作及び運営上の重大な違反 
以下に指定する創作及びコミュニティの運営上における行為を禁止する。 

1.​ 他者の著作物、アイデア、画像、設定などを無断で盗用し、自身の創作物として発表する

行為 

2.​ 特定の個人、団体、現実の国家、民族、宗教等に対する誹謗中傷、差別、ヘイトスピーチ

等にあたる表現 



3.​ ロールプレイにおいて、他の参加者の創作物や行動を一方的に決定したり又は相手の

同意無くその国家に重大な影響を与える設定を強要する行為 

4.​ スパム、意図的なWikiの破壊、不正アクセス、コミュニティに損害を与える目的での行為 

5.​ 運営部からの警告後も、禁止事項及び制限事項への違反行為を意図的に継続する行為 

第三章　制限行為 

第五条　表現及びマナーに関する違反 
以下に指定する他者への配慮が欠ける表現及びマナーから逸脱する行為を制限する。 

1.​ 創作規定で非推奨とされる、公序良俗に反する又は他の参加者が不快に感じる可能性

のある過度にグロテスク又は性的な描写 

2.​ 秩序を乱すような実在する特定の政治的、宗教的事物を国旗、国章、言語、文化、人種

等に採用する行為 

3.​ Discordサーバーにおいて、各チャンネルの目的に合わない投稿又はコミュニティ内での

議論において過度に攻撃的、感情的又は煽動的な言動を繰り返す行為 

第六条　創作バランスに関する違反 
以下に指定する創作規定に定める規定に違反する行為を制限する。 

1.​ 創作規定に定める、運営部の許可が必要な事項を無許可で開始する行為 

2.​ 創作規定に違反し、他の参加者とのバランスを著しく損なう非現実的で過度に強力な国

家設定の主張 

3.​ 創作規定の非推奨事項である、他の参加者との交流を恣意的に回避して自身の国家設

定のみを一方的に更新し続ける行為 

第四章　命令規範 

第七条　命令の種類 
運営部は、第二章　禁止行為又は第三章　制限行為に定める行為を確認した場合又はコミュニ

ティの秩序を維持するために必要と判断した場合、監査懲罰委員会を通じて、違反者に対して以

下の命令を発することが可能である。 

1.​ 違反行為を直ちに中止するよう求める命令 

2.​ 違反に関連する創作物、画像、文章等を削除又は修正するよう求める命令 

3.​ 特定の期間、ANSwikiへの編集、特定のDiscordチャンネルへの書き込み等の活動の一

部を制限する命令 



4.​ 創作上の設定や活動がルールを逸脱している場合、設定の再審査又は再申請を求める

命令 

5.​ 違反行為についての謝罪するよう求める命令 

第八条　命令の不遵守 

運営部からの命令に正当な理由なく従わない場合は、罰則規定におけるより重い処罰の対象と

する。 

第五章　雑則 

第九条　規則の改正 
本規則の改正は、ANS総合規則の規定に従うものとする。 

第十条　施行 
本規則は、◯年◯月◯日より施行する。 
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